
★ 各月とも支払基礎日数が 17 日未満のときは？★ 

 
（ケース） 
・被保険者が短時間就労者（パートタイマー）の場合 
 

基本給 夜勤手当 合計

4月 (16) 130,000 10,000 140,000

5月 (15) 125,000 10,000 135,000

6月 (16) 130,000 10,000 140,000

総額 415,000

平均額 138,333

（　）は支払基礎日数

 
（算定基礎届の記入） 

 
（説明） 
・ 「㋠備考」欄には、必ず「パート」と記入してください。 
 
・ 短時間就労者（パートタイマー）については、「すべての月の支払基礎日数が 17 日未満の場合」に限

り、15 日以上 17 日未満の月のみで報酬月額の「㋙合計」の「㋚総額」を「㋛平均」し、「㋞決定

後の標準報酬月額」を決定します。 
 
・ このケースでは、3 ヶ月とも 15 日以上 17 日未満ですので、3 ヶ月の「㋛平均額」より、「㋞決定

後の標準報酬月額」を決定します。 
 
・ 「㋞決定後の標準報酬月額」＝142 千円（11 等級） 
 
※ 「㋖支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満の月」が、「1 ヶ月または 2 ヶ月ある場合」、「全くない場

合」の取扱いは、2 枚目、3 枚目をご参照ください。 
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≪「支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満の月」が 2 ヶ月ある場合≫ 
 

支払基礎日数 ～ 12 13 14 15 16 17 18 19
≪各月の合計額≫
217,000円（2ヶ月分）

≪平均額≫
109,666円（2ヶ月平均）

≪標準報酬月額≫
110千円（7等級）

5月　

6月　

112,000円

105,000円

98,000円

4月　

 

 
（算定基礎届の記入） 

 
（説明） 
・ 「㋠備考」欄には、必ず「パート」と記入してください。 
 
・ 「㋖支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満」の月は 2 ヶ月（4 月、6 月）あるので、2 ヶ月の「㋛平

均」額より、「㋞決定後の標準報酬月額」を決定します。 
 
・ 5 月の「㋙合計」は、「㋖支払基礎日数」が 15 日未満なので、「－」（ハイフン）を記入してくだ

さい。 
 
・ 「㋖支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満」の月が 1 ヶ月のみの場合は、その月の「㋙合計」より

「㋞決定後の標準報酬月額」を決定します。 
 

・ 「㋞決定後の標準報酬月額」＝110 千円（7 等級） 
 
※ 「㋖支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満の月が無い場合」の取扱いは、次のページをご参照くだ

さい。 



≪「支払基礎日数が 15 日以上 17 日未満の月」が無い場合≫ 
 

支払基礎日数 ～ 12 13 14 15 16 17 18 19

98,000円

標準報酬月額は、
98千円とはならず、

従前の等級による標準
報酬月額で決定します。

4月　 91,000円

5月　 98,000円

6月　
 

 
（算定基礎届の記入） 

 
（説明） 
・ 「㋙合計」、「㋚総計」、は、「㋖支払基礎日数」が 15 日未満なので、「－」（ハイフン）を記入して

ください。 
 
・ 「㋞決定後の標準報酬月額」は、「㋔従前の標準報酬月額」を引き継ぎます。 
 
・ 「㋛平均」＝「150,000 円」と記入してください。 
 
・ 「㋞決定後の標準報酬月額」＝150 千円（12 等級） 
 
 
 




